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議会事務局職員出席者 

   議会事務局長  石 上 義 久   議会事務局庶務係長  須 藤 佳奈子 
 
 

          午前１０時００分 開  議 

○議長（皆川鉄也君） おはようございます。 

  本日も傍聴ありがとうございます。 

  ５番水木壽保君から、入院治療のため欠席届が提出されておりますので、ご報告いた

します。 

  ただいまの出席議員数は11名です。定足数に達しておりますので、これより会議を開

きます。 

  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、八峰町議会会議規則第124条の規定により、７番腰山良悦君、８

番見上政子さん、９番須藤正人君の３名を指名します。 

  日程第２、日程の追加についてを議題とします。 

  総務民生常任委員会に付託中の陳情第４号の審査の結果について報告を求められてお

ります。そのため、日程の追加について議会運営委員会に諮問し意見を求めております

ので、その結果を議会運営委員会副委員長より報告願います。見上議会運営委員会副委

員長。 

○議会運営委員会副委員長（見上政子君） おはようございます。議会運営委員会副委員

長の見上でございます。 

  ご報告申し上げます。 

  本定例会において総務民生常任委員会に付託となっております陳情第４号について、

菊地委員長より審査の結果について報告したいとの申し出があったことから、本日、議

長同席のもと、議会運営委員会を開催し、本日の日程に追加することにいたしましたの

で、ご報告申し上げます。 

  なお、陳情については、採択となった場合は意見書提出の発議を最終日に追加するこ

とになりますので、併せてご報告申し上げます。 

○議長（皆川鉄也君） お諮りします。ただいまの議会運営委員会副委員長報告のとおり、

陳情第４号を本日の日程に追加し、議題とすることにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（皆川鉄也君） 異議なしと認めます。したがって、陳情第４号を本日の日程に追

加し、議題とすることに決定いたしました。 

  日程第３、一般質問を行います。 

  順番に発言を許します。１番笠原吉範君。 

○１番（笠原吉範君） おはようございます。 

  傍聴者の皆様には、大変朝早い中、ご苦労様でございます。 

  本日、通告に従いまして２つ、２問について一般質問を行います。 

  １問目は、国際姉妹都市提携についてであります。 

  国際姉妹都市とは海外の自治体と提携することで、友好都市や親善都市とも呼ばれて

います。その目的は、文化交流・経済交流・教育交流などを深めるものとされていて、

関係人口やインバウンドの構築にも効果があるとされています。 

  昨年視察で訪れた茨城県境町では、フィリピンのマリキリ市、ハワイのホノルル市、

アルゼンチン共和国と提携しており、大潟村立大潟中学校では、台湾の中学校と提携し、

それぞれホームステイや短期留学などで交流を深めているようです。 

  秋田県内の国際姉妹都市提携の状況を調べてみると、市では７市、町村では３市、合

計で11の自治体が提携を結んでおり、提携件数は23となっています。 

  外務省の地方連携推進室では、日本国内の姉妹都市を探している海外の自治体情報が

多数あり、海外姉妹都市提携は難しくないものと考えています。 

  文化交流や青少年交流・観光振興など、様々な効果が期待できる国際姉妹都市提携を

提案するものであります。 

  続きまして、ふるさと納税の体制強化についてであります。 

  県内市町村の2024年度の人口減少率を見ると、八峰町はマイナス3.67％と25市町村

のうち24位です。また、県の出生率も3,282人で全国ワーストとなっています。このま

ま人口減少が進むと、町の財政状況はますます厳しくなり、思うような行政サービスが

できないという負の連鎖に陥りかねないのではないでしょうか。 

  人口減少が進んでも持続可能な町を目指すには、ふるさと納税額を伸ばし、稼げる町

になることだと考えます。 

  このたび行政視察で訪れた北海道白糠町では、2015年に企画財政課内に「ふるさと

納税推進係」を設置し、2024年度の納税額は212億円となっています。それを財源に

様々な行政サービスや事業を展開しておりました。 
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  「ふるさと納税推進係」を設置し、体制強化を図り、稼げる町を目指すべきと考えま

すが、町長の考えを伺います。 

  以上２点についてよろしく答弁をお願いします。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの１番議員の一般質問に対し、当局の答弁を求めます。

堀内町長。 

○町長（堀内満也君） おはようございます。笠原議員のご質問にお答えいたします。 

  はじめに、「国際姉妹都市提携について」であります。 

  国際姉妹都市については、文化交流や友好関係を深めることを主な目的として、異な

る国や地域の都市同士が連携するもので、交流を通じての異文化への理解をはじめ、観

光振興や特産品のＰＲなど経済の活性化、人事交流による国際対応能力の育成など、

様々なメリットがあると認識しております。 

  これまで町では、旧八森町時代に中国の揚州市広陵区と経済文化交流友好協議書を交

わしておりますが、平成10年以降は交流が行われていない状況であり、このことにつ

いては、渡航の際の費用等、財政負担も大きく、費用対効果の評価についても分析が難

しいことから、継続性が困難であったと考えております。 

  一方で、県内の市町村のうち、井川町においては、中学生の修学旅行先を台湾とする

ことで、そこから姉妹校まで発展した事例があることや、大潟村等においても、子ども

同士の交流があることも把握しております。 

  いずれにいたしましても、国際友好都市連携をするためには、連携の目的や内容を明

確にするとともに、相手国が親日であることや国際情勢が安定していることなど課題を

整理していく必要があると考えますので、今後、町としましては、関連情報の収集を行

いながら、国際友好都市の提携の可能性について検討してまいります。 

  次に、「ふるさと納税の体制強化について」であります。 

  ふるさと納税制度は、人口減少が深刻化する中で、地方公共団体が自らの財源を確保

し、様々な施策を実現するために有効な手段であり、自治体にとっては非常に重要な制

度であります。 

  この制度は、平成26年頃から寄附者に対する返礼品の送付が始まっておりますが、

それ以降、寄附額が増えてきており、現在では、全国において１兆2,700億円を超えて

おります。 

  また、本町のふるさと納税の状況については、令和６年度は、寄附件数が3,673件、



 

- 47 - 

寄附金額が約9,000万円と過去最高額となっておりますが、この金額は、県内市町村の

中では17番目であり、更なる寄附額の増額のためには、返礼品の充実が非常に重要で

あると考えております。 

  このため町では、新たな返礼品について町内事業者に対し直接働きかけているほか、

今年の４月と８月には、関係者や白神八峰商工会等と一緒になって返礼品に関する検討

会議を開催しております。 

  この会議では、町のふるさと納税の現状をはじめ、人気返礼品や課題等の情報を共有

するとともに、町のふるさと納税の中間事業者からは、返礼品のトレンドや有効な対策

などの情報提供をいただくなど、更なる税収増と返礼品の充実に取り組んでいるところ

であります。 

  財政状況が非常に厳しい本町にとって、ふるさと納税の増額は重要でありますので、

議員ご指摘の新たな組織の設置についても、組織全体のバランスを考慮しながら適切に

対応してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（皆川鉄也君） １番議員、再質問ございませんか。１番笠原吉範君。 

○１番（笠原吉範君） この国際都市の協定の問題ですが、まあ町長、「検討する」とい

う答弁で、一見すると検討するというのはいい答弁のように聞こえますが、私も10年

以上議員やっていて相当数一般質問してきましたが、「検討する」といって実現したこ

とがありません。例えば去年の12月、中浜の無償宅地譲渡のことに関して、区割りの

ロープとか看板とか設置したらどうかということに対して、「検討する」という答えが

もらいましたが、未だにできておりません。非常に「検討する」というのは便利な行政

用語だなというふうに思っておるところです。 

  まず国際都市提携についてですが、秋田県の現状を見ると、先ほど言ったように23、

件数で23なわけです。そして、東北で見てみても最低なんですね。青森34、岩手30、

宮城39、山形40、福島県が36ということで、秋田県23で東北でも最低となっておりま

す。 

  で、なぜ私がこれを取り上げるかというと、やはりグローバル化、今、この人口減少

によりどんどん外国から労働者もやってきています。これからますます増えていくかと

思います。そう言う中で、子どもたちがですね外国人にも臆することなく接するような

そんな子どもを八峰町で育てていくべきだというふうに考えております。そういう意味
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でですね、その異文化交流、そして短期留学やホームステイによるですね、そういう子

どもの交流は非常に重要になってくると考えております。その点について答弁をお願い

します。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの再質問に対し、答弁を求めます。堀内町長。 

○町長（堀内満也君） 笠原議員のご質問にお答えいたします。 

  先ほど答弁でも少し触れましたけれども、井川町だったり、大潟村というところは、

友好都市提携を結んではいないんですけども、学校同士の交流ということで、かなり取

り組みが進んでいるようでございます。 

  議員ご指摘のとおりですね、子どもたちを育てていく上で、異文化交流等、非常に大

事な要素だと思いますので、そういったところも含めてですね、町でできること、ある

いはまずその学校同士の連携の方が先の方がいいのか、そういったところも含めて、

しっかりと検討してまいりたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質問ございませんか。１番笠原吉範君。 

○１番（笠原吉範君） また「検討していく」という言葉をいただきましたが、まあその

グローバル化もそうですし、私はこれはインバウンドにもかなり効果があるのじゃない

かなと思っております。 

  で、インバウンドの状況をですね、ちょっと調査してみたんですね。秋田県にどのく

らいの外国人が来てるんだろうということで、ちょっと調査をいたしました。47都道

府県のうちですね何位だと思いますか、秋田県。このね驚愕の結果なんです。44位で

す。44位で７万5,460人です。そしてその訪れた外国人が秋田県に来てどこに行くかと

いうデータがあります。１位、辰子像、２位、乳頭温泉、まあ角館とかいろいろありま

すが、能代山本が一つも入ってないんです。ですから、観光資源がないというふうに

思った方がいいと思います。観光資源がないところにインバウンドはない。しからばど

うするか。国際友好都市提携だと私は思います。子どもたちもそうですが、その八峰町

にホームステイとか短期留学で来た子どもたちが大人になった時に家族を連れてくると

いうことも考えられますし、その親が子どもが行ったところはどういうとこなんだろう

ということで訪れるという可能性も考えられなくもないです。外国人との関係人口をつ

くる、そしてインバウンドを少しでも伸ばす、そういった意味で非常に重要な意味を持

つと思われますが、もう一度答弁お願いします。 
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○議長（皆川鉄也君） ただいまの再質問に対し、当局の答弁を求めます。高杉企画政策

課長。 

○企画政策課長（高杉泰治君） 笠原議員のご質問にお答えいたします。 

  それこそインバウンド等、かなりこう期待もできるものと思います。しかしながら、

例えば、何ていいますか、別にその国際友好都市を否定するものではないんですけれど

も、やはり国際友好都市等を提携するに当たっては、やっぱり目的と、あとは何をやる

のかということを明確にするのが非常に大事ではないかというふうに考えております。

また、先ほど町長の方の答弁にもあったんですけれども、他市町村の例を見ても、やは

り親日であること、また国際情勢が安定していること、例えばチャーター便、以前は韓

国、まあ今は台湾等ありますけれども、台湾とかなりこう修学旅行で行ったり来たりし

ていた学校もあったそうなんですけれども、やっぱり竹島問題とか慰安婦問題、そう

いった、あとは隣国の北朝鮮の脅威等、そういったものでこう中止っていいますか、取

りやめになったっていうケースもありますので、そういった部分も大きく含めながら検

討をしていかなければいけないものというふうに考えております。 

○議長（皆川鉄也君） １番議員、ほかに質問ございませんか。１番笠原吉範君。 

○１番（笠原吉範君） 目的はやはりねグローバル化とインバウンドだと思いますよ、私

は。例えばですね、昨年訪れた茨城県の境町ではハワイの学校と提携していて、子ども

たちがハワイに短期留学したりしてるんですね。で、話せる英語教育をやっておりまし

て、それでその境町に移住すれば、子どもがその英語を話せるようになったり、ハワイ

に短期留学をして異文化に触れることができるということで移住者が増えてるんですよ、

子育て世代の。そういうことを目指すべきだと思います。今一度お願いします。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの１番議員の再質問に対し、当局の答弁を求めます。鈴

木教育長。 

○教育長（鈴木洋一君） 笠原議員のご質問にお答えいたします。 

  現在、子どもたちは国際教養大学との交流、そしてＡＬＴによる授業協力、あとは、

今年度からＡＩを活用したタブレットで英会話アプリを導入して英語に触れる機会を多

くしております。ですから、まず今ある環境の中で、よりよい英語教育を進めていける

ように努力してまいりたいと思います。 

  以上です。 

○議長（皆川鉄也君） １番議員、ほかに質問ございませんか。１番笠原吉範君。 
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○１番（笠原吉範君） 国内における疑似体験では駄目だと思います。実際に外国に行っ

て異文化に触れることが子どもを成長させることだと思いますが、いかがですか、その

点は。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの再質問に対し、答弁を求めます。鈴木教育長。 

○教育長（鈴木洋一君） 笠原議員のご質問にお答えいたします。 

  一つの例として、子どもたちが修学旅行等に出かけた時に外国の方々と交流したりす

ることも可能になると思いますので、まず今できるところからこう始めて、将来的には

外国に行ってというところまで行けたらいいなと私は思っております。 

  以上です。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに再質問ございませんか。１番笠原吉範君。 

○１番（笠原吉範君） この国際交流都市についてはこれで終わりたいと思いますが、今、

教育長もおっしゃったようにですね、子どもたち、これからを生きていく子どもたちに

は、やはり国際化、グローバル化というのが欠かせないものだと私は思っております。

そういう人材を八峰町から輩出することでですね、子育て世代の移住も期待できるので

はないかなと思っておりますので、前向きに進めていただけたらということを話しして

１問目は終わりたいと思います。 

○議長（皆川鉄也君） 引き続き２問目についての再質問ございませんか。１番笠原吉範

君。 

○１番（笠原吉範君） ２問目のふるさと納税の体制強化についてです。 

  先般、北海道の白糠町というところにふるさと納税で視察に行ってきたんですが、そ

の説明に当たってくれた職員がですね、たくさん、人口7,000人の町で212億円のふる

さと納税があるわけですから、たくさんの視察が来るそうです。そして視察に来た町村

に聞いてみると、ふるさと納税の担当者はいるのかと、職員でふるさと納税専門の担当

者がいるのかと聞くと、ほとんどがいないというそうです。 

  で、白糠町の例ですが、2014年の３月定例議会において、その一般質問で、ふるさ

と納税を強化しなければいけないという一般質問があったそうです。それで翌年の４月

１日、企画財政課にふるさと納税推進係を設置。まあこの時は職員１人だったようです

が、そして2015年の10月の15日から、ふるさと納税を開始したそうです。そうすると

2015年ですよ、10月から始めて、11、12、１、２、３、５か月足らずで１億5,900万

円です。それで2016年度には職員２人を配置して、８億1,700万円。それでだんだんだ
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んだん増やして、今では職員、正職員が７名、非正規・正規職員が４名で、それで212

億円です。 

  で、茨城県の境町、これもふるさと納税で去年行ってきたわけですけども、この町長

さんのインタビューがユーチューブで見れるんですが、この方はですね岐阜県の各務原

市というところがふるさと納税に特化してるということを聞きまして、ここの市長さん

に会いにいったそうです。で、やはりふるさと納税の専任の職員がいるということを聞

いて、８月に訪れて10月には専任の職員を置いてます。ふるさと納税を伸ばすってい

うのは、やっぱり片手間ではできないことだなというのを私たち学んでまいりました。 

  是非ですね専任の職員を設置していただきたいと思いますが、いかがですか。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの１番議員の質問に対し、当局の答弁を求めます。堀内

町長。 

○町長（堀内満也君） 笠原議員のご質問にお答えいたします。 

  ふるさと納税の専属の担当ということでございますけども、実は、この４月からです

ね１名、そのふるさと納税の担当ということで１名配置しているところでございますけ

れども、議員がご指摘のようなですね何とか係とかそういった名称がついているわけで

はありませんけども、担当として仕事をしていただいております。 

  そしてまた先ほど答弁の中でもですね申し上げましたような会議、そういったところ

もですね主体的になって、その担当者が対応していただいているところでございますの

で、まずはですね今年度に関しましては、もうその担当者にですね、もう少し頑張って

もらいながら、納税額が増えるような仕組み、あるいは取り組みを進めていきたいなと

いうふうに思っております。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質問ございませんか。１番笠原吉範君。 

○１番（笠原吉範君） この白糠町もですね境町も、多額の寄附金を集めているわけです

けども、ほとんどが加工食品なんですね。で、町外から仕入れたものを町で加工して販

売してるんですよ。町に何かいいものないかなって探しても200億も売るだけのものが

ないんです。それは八峰町も同じだと思います。例えば、白糠町では212億円のうち約

半分100億円がイクラです。で、イクラを外国からも仕入れてるし、北海道の至る所か

ら仕入れて町で加工して販売してるんですね。境町は干しいもです。そういったことで、

町外のものを仕入れて加工する。そうしないと、一つの小さな町で100億円、200億円

なんていくわけないんですよね。だからそういうことのためにも、担当職員を置いて勉
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強することが必要だと思ってます。その白糠町では、今、そのふるさと納税係のうちの

１人を奈義町、岡山県の奈義町ですか、総務の方でも視察に行ったと思うんですが、そ

の人口減少対策のために出向に出してるということでありました。私もね、是非その担

当職員を白糠町に１年間出向させたらどうですか。提案いたします。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの１番議員の再質問に対し、当局の答弁を求めます。堀

内町長。 

○町長（堀内満也君） 職員の出向につきましてはですね、我が町も非常に少ない人数で、

そしてまたいろんな仕事を持っておりますので、なかなかすぐにはですね、その出向と

いうような判断は致しかねるところでございますけれども、いずれ非常に重要なことは

重々承知のことでございますので、職員のですねレベルアップも含めまして、まずはで

すね、できること、そういったところをですね、しっかりとやっていきたいなと思って

おります。 

○議長（皆川鉄也君） １番議員、ほかに再質問ございませんか。１番笠原吉範君。 

○１番（笠原吉範君） その白糠町の視察に行った時に、その担当職員がまた言ってた言

葉が、どうしてそんなにふるさと納税を伸ばすことができたんだという質問に対して、

町長だと。町長のやる気が何よりだと。町長がやれって言ったら私たちはやらなきゃい

けないんだというそういう答弁でありました。で、その視察終わった夜にですね、ホテ

ルの近くの居酒屋で予約して委員会でちょっと一杯飲みながら話をしたんですが、そこ

のおかみさんがですね、どっから来て、何のために来たのと聞くわけですよ。で、秋田

県から来ました。役場に用事があって来ました。ふる納だなって言うわけです。ふる納

で来たんでしょうって。ふるさと納税を「ふる納」と言うんです。それだけ町民にふる

さと納税の町だという意識が高まってるんですね。で、ふるさと納税の担当者も、町長

も時々に飲みにくるけど、まあすごい、やる気がすごい、もうふるさと納税のおかげで

私たちは潤っていると。「子育て応援日本一の町」をうたってるんですね、あの空港か

ら、釧路空港から車で白糠町に入ったら、白糠町入った途端にもうでっかい看板ね、

「子育て応援日本一の町」とうたってるわけです。で、移住対策、移住・定住対策でこ

ういう冊子まで作ってるぐらい、まあこれもふるさと納税がそこまで伸びたからでしょ

うけど、伸びるためにはきっかけというのがあるんですね。そのきっかけを作るのは私

は町長だと思います。今一度お願いします。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの１番議員の質問に対し、答弁を求めます。堀内町長。 
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○町長（堀内満也君） 私もですね、思いは非常にふるさと納税に力入れていきたいとい

うことを何回も申しておりますので、まあ伝わっているかと思いますけども、例えば今

日の新聞なんかにも載ってましたけども、井川町、既に２億円以上集めてるそうです。

それは米だというところでございますけども、確か昨年もですね答弁したと思いますが、

境町も30億円が米だということでございました。そういった情報もあってですね、担

当者には米をなるべく集めてくれというような話をしてたところでございますけれども、

なかなか農家の方々に回ってもですね、もう既に出すところが決まっているというよう

なことで、相当に断られているようでございます。いずれですね、そういったことで諦

めることなく、町としても米を何ぼでも集めてですね、ふるさと納税の返礼品として

使っていくんだと、ふるさと納税を伸ばしていくんだという思いをですね、様々な機会

をとらえながらですね、いろんな方々にそういった思いを伝えていきたいなというふう

に思っております。 

  そういったことをですね諦めず続けていけば、おのずと町民の方々からも多くのご協

力がいただけるんじゃないかなというふうに思っておりますので、私も担当任せにせず、

私もですね先頭に立ってしっかりと取り組んでいきたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（皆川鉄也君） １番議員、ほかに質問ございませんか。１番笠原吉範君。 

○１番（笠原吉範君） 境町の橋本さんという町長ですが、橋本町長のインタビュー動画

がユーチューブで見れるんですよ。是非町長にも見てほしいなと思うんですが、この方

はですね、そのインタビューの中で何を言っているかというと、私ほどふるさと納税に

特化した1,741の自治体の首長の中で、私が一番ふるさと納税を知っていると豪語して

おります。そして、10を超える自治体の首長さんが訪れて橋本町長と会って、確実に

納税額を伸ばしていると。私の指導を受けた町は必ず納税額が上がるというようなこと

もこのインタビューで言っております。この町長さんは昭和50年生まれ、ほぼ堀内町

長と同世代かと思いますが、生まれの大学を卒業して境町の職員になり、そこから町会

議員を経て、今、町長になってる方です。来れば教えると言ってるんですから、橋本町

長を訪ねていただけませんか。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの１番議員の質問に対し、当局の答弁を求めます。堀内

町長。 

○町長（堀内満也君） 同世代っていうことで私も非常に興味を持ってるところでござい



 

- 54 - 

ます。なかなか今すぐにっていうわけにはいきませんけども、いずれちょっとその状況

を見ながらですね、是非その橋本町長に会いにいってですね、いろんなアドバイスをい

ただきたいなというふうに思っております。 

  ただ、いついつまでっていうのはなかなかこの場では言えませんけども、いずれです

ね、いろんな機会を見ながら、そういったことができるように努めてまいりたいと思っ

ております。 

  以上です。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質問ございませんか。１番笠原吉範君。 

○１番（笠原吉範君） 非常に前向きな答弁をいただいてほっとしております。是非なる

べく早い機会に橋本町長に会いにいってほしいと思います。 

  以上を申し上げて私の質問を終わります。 

○議長（皆川鉄也君） これで１番議員の一般質問を終了します。 

  次に、11番議員の一般質問を許します。11番山本優人君。 

○１１番（山本優人君） おはようございます。議席番号11番、山本です。 

  通告に基づいて一般質問をいたします。 

  はじめに、太陽光発電設備について。 

  政府は東日本震災以降、自然エネルギーを再評価し、国の再生可能エネルギーの固定

価格買取制度により全国で多くの太陽光発電の普及を進め、2021年には国や自治体の

公共施設に太陽光発電パネルの設置が義務化され、ＳＤＧｓなどの観点から、ＣＯ２を

排出せず、エネルギー源が枯渇しない発電方法の需要が高まり、その一つである太陽光

発電を推進してきました。 

  太陽光発電事業は、地球温暖化防止、化石エネルギーや原子力発電への依存度を減ら

すといった環境保護の観点から、他の再生エネルギーの活用も含め、国を挙げて促進し

ている事業であり、多くの国民が理解するところでもあると思います。 

  こうした中で、国策により国負担で八峰町でも設置した太陽光発電設備が庁舎施設と

おらほの館に設置されていますが、この太陽光発電設備の運用は、その目標のとおりの

発電量や運営効果を維持できているのでしょうか。この太陽光発電設備の発電電力は全

て自家消費なのでしょうか。あるいは売電なのでしょうか。設備による発電から得られ

る経済的利益、経済効果を公表してください。 

  また、この設備の定期的な点検やメンテナンスはちゃんと行って、設備の効率100％
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を維持しているのでしょうか。その効果が大なるものであれば、今後の太陽光発電促進

の必要性を町民としても理解を得られるものです。 

  国は、2030年度には設置可能な建築物の約50％以上に太陽光発電設備を設置するこ

とを目指しており、各自治体においても政府実効計画に準じて取り組むことが求められ

ており、公共施設への太陽光発電設備の導入を率先して進める方針のようですが、今後

の公共施設への設置計画の有無を表明してください。 

  次に、公共施設の将来図について。 

  町内に点在する公共施設は、建設から年数が経ち老朽化が課題となっています。これ

に伴う補修工事や維持管理費用は町の財政にも大きな負担を与えており、施設ごとに修

繕対応をしていくことには限界があるのではないでしょうか。 

  町全体の公共施設を俯瞰し、将来的な人口動態や財政見通しを踏まえた上で、町民

ニーズに即した計画かつ持続可能な施設運営を行っていく必要があると考えます。 

  過去に建設された公共施設等が更新時期を迎えることになりますが、厳しい財政状況

が続く中、人口減少、少子高齢化等による公共施設の利用需要の変化が見込まれること

を考慮すると、全体の状況を把握し、長期的な視野にもって施設の更新・統廃合、長寿

命化などを計画的に行うことにより、財政負担を軽減・平準化しながら時代に即したま

ちづくりを行っていくことが必要です。 

  公共施設の老朽化状況や今後予想される補修、修繕費用の概算について、現状状況を

公表してください。 

  町は、社会情勢の変化や今後の人口減少や少子高齢化の進展を見据え、公共施設等、

住民ニーズや必要量も変化している中、公共施設においては町はどのような将来図を描

いているのか示してください。 

  以上２点の答弁を求めます。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの11番議員の一般質問に対し、当局の答弁を求めます。

堀内町長。 

○町長（堀内満也君） 山本議員のご質問にお答えいたします。 

  はじめに、「太陽光発電設備について」であります。 

  地球温暖化を防止するための脱炭素化に向けた取組は世界各国で推進されており、我

が国においても、2050年までに温室効果ガスの排出をゼロにする「カーボンニュート

ラル」を宣言し、各種政策が展開されていることから、町としても、地域の脱炭素化へ
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向けた再生可能エネルギーの導入促進は重要であると考えております。 

  こうした中、町では、役場庁舎や学校施設に、国の補助事業等を活用し、太陽光発電

設備やリチウムイオン蓄電池を設置しており、発電された全ての電力が、職員室や体育

館のコンセントに供給される仕組みを構築しております。 

  太陽光の発電量については、年度によって多少のばらつきはあるものの、役場庁舎で

は２万ｋＷ、学校施設では５万ｋＷであり、概ね計画どおりの発電量となっております。 

  また、民間の事業者においては、商用電力の抑制や売電等を目的とした太陽光発電の

設置も進められております。 

  しかしながら、多くの施設が導入から10年以上が経過し、近年は塩害や経年劣化等

による故障等が増加傾向にあるほか、数年後にはパワーコンディショナーやリチウムイ

オン蓄電池など、主要部品が一斉に更新時期を迎えることから、その費用の確保が課題

となっております。 

  また、発電量についても、日本海側の積雪寒冷地に位置する本町においては、日射量

が少なく、太平洋側に比べて発電量が約20％低く、将来的なメンテナンス費用と発電

量を勘案した場合、費用対効果や低い発電効率が懸案事項となっております。 

  このため、町といたしましては、現時点において太陽光発電設備の新規整備の予定は

なく、既存設備についても、計測器やモニターなど発電に直接影響しない周辺機器につ

いては、更新しない方針としております。 

  また、新たな再生可能エネルギーの活用として、県や民間事業者等と連携し、安定し

た風を利用した陸上や洋上風力に取り組み、電力の安定供給や地域資源としての電力生

産性の向上、ひいては関連産業の参入による地域雇用の拡大や産業振興に繋がるよう努

めてまいります。 

  次に、「公共施設の将来図について」であります。 

  全国的にも公共施設の老朽化対策が大きな課題となっており、国においても、「新し

く造ること」から「賢く使うこと」への重点化が課題であるとの認識の下、全国の地方

公共団体に対し、インフラの長寿命化対策に取り組むよう要請しております。 

  これを受け、町では公共施設全体の老朽化の状況を把握し、将来人口や財政状況の分

析を行い、公共施設の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針などを定めた「八

峰町公共施設等総合管理計画」を平成29年３月に策定したところであります。 

  公共建築物の多くが1970年代後半から90年代にかけて建設されており、令和３年に
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改訂した計画では、一般的に大規模改修が必要と言われている築30年を超える施設が

全体の50％を占めるとし、早急な対応が必要となっております。 

  仮に、現在の施設を保有し続けた場合における、今後40年間の公共建築物の更新費

用総額は約136億円となり、そのうち約110億円は最初の20年間で発生する見込みであ

ることから、近い将来における財政負担が大きな課題となります。 

  これに、道路や上下水道などのインフラ施設を含めた全体の更新費用総額は約511億

円であり、さらに維持管理や修繕の経費を含めると約577億円となり、全ての公共施設

を更新することは困難であります。 

  こうしたことから、財政負担を軽減させる必要性や今後の施設利用者数の変化を踏ま

えると、学校教育施設の統廃合や機能的に重複する施設の集約化、余剰施設の除却など

を行い、残すべき施設を絞った上で長寿命化対策に取り組んでいくことが現実的である

と考えます。 

  現在、町では、学校等の再編整備の検討を進めているほか、老朽化が進む社会教育施

設についても集約化の検討を進めるための先進地視察を行っており、町民ニーズを把握

しつつ、施設整備の検討を進めていく必要があります。 

  また、スポーツ施設や観光施設など他の公共施設についても、老朽化の状況や町民

ニーズなどを踏まえた対策を進めるほか、余剰となる施設については、合併特例債の発

行期限が終了し、有利な財源が活用できなくなることから、今後は、施設の有効活用を

十分に議論していく考えであります。 

  町は厳しい財政状況ではありますが、持続可能な財政運営を目指していく考えから、

長寿命化対策を講ずるに当たっては、特定の年度に投資が集中しないよう、年度間の平

準化も考慮し、公共施設の適正な管理に取り組んでまいります。 

  以上であります。 

○議長（皆川鉄也君） 11番議員、再質問ありませんか。11番山本優人君。 

○１１番（山本優人君） １問目ですが、最終的に太陽光発電の新たな整備はしないとい

うふうな話あったので、まあ安心してるところですが、というのは、太陽光発電設置そ

のものがですね現状では耐用年数、まあ最大20年、法的には17年の耐用年数なはずな

んですが、その中で、うちの方の設備は平成25年ですから12年が経過しているわけで

すね。そうすると、ああいう機器類というのは大概10年ぐらいの補償しかないわけで、

もう12年も経ってるっていうことは、パワーコンディションなり、太陽光のパネルも
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相当劣化してきているんだろうということで、私は非常にいつもトラブルがあるんでは

ないかなというふうに思っていたんですが、その辺はどうなんでしょうか、現状は。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの11番議員の再質問に対し、答弁を求めます。成田商

工観光課長。 

○商工観光課長（成田拓也君） ただいまの山本議員のご質問にお答えいたします。 

  確かに設備の関係の経年によりまして時々故障しております。随時交換しております

けれども、今後は一斉、更新時期が概ね10年以上ということで集中してくる可能性が

ありますので、そういったところは十分吟味していきたいと考えております。 

○議長（皆川鉄也君） 11番議員、再質問ございませんか。11番山本優人君。 

○１１番（山本優人君） 多分10年以上経つと発電効率も非常に悪くなっていると思う

わけですよ。ていうのは、毎日あのパネルを洗ってないと発電効率なんて悪いわけです。

太陽光発電の発電効率っていうのは20％って言われてるわけですけども、今現状でや

ると、もっとそれが下回るんであれば、つけてる意味がないというふうにすら言いたい

わけです。ですから、今まで、じゃあもう、今までのですね発電がどの程度、町の財政

に寄与してきたのか。もしくは、発電の電力によって庁舎がどのぐらい電気を賄えるの

か。その辺の説明もしてください。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの質問に対し、当局の答弁を求めます。成田商工観光課

長。 

○商工観光課長（成田拓也君） ただいまの山本議員のご質問にお答えいたします。 

  太陽光発電設備が設置されております公共施設８施設のうち、おらほの館を除きます

７施設につきましては、非常時の電源を確保することを目的に設置しております。これ

は、国の再エネによる防災拠点等の整備という補助金を活用したものでして、いくら電

気料金が削減されたかなどの経済性に関する数値把握は行っておりません。町といたし

ましては、基本的には、まず故障なく発電されているかどうかの確認にとどまってきて

おります。 

  また、おらほの館につきましては、設置の際に活用した補助事業が単なるいわゆる再

エネの利用ということが目的でありましたので、この事業では売電も認められておりま

した。この施設につきましては、年間７万円から10万円程度の売買利益が計上されて

いるところでございます。 

  以上です。 
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○議長（皆川鉄也君） 11番議員、ほかに質問ございませんか。11番山本優人君。 

○１１番（山本優人君） 今後も10年以上たってメンテナンス費用がかかるようであれ

ば、あれは思い切って、あと何年もたせようとしてるのか定かでありませんけども、無

理して更新するのではなくて、もうやめた方がいいと私は思うわけですが、その辺につ

いては、まあ先ほど町長の答弁の中で、あんまりそれは更新しない方向で考えてるとい

う話でありましたが、それと、今後、まあ国の方針では新しい施設については太陽光を

つけらせるというふうなことを言っているわけですね。今後、八峰町で新しい施設と考

えられるのは、まだ決まっておりませんが、小学校の統合で新しいもしかしたら校舎が

できる可能性があると。そういった時に、その校舎に太陽光パネルをつけると、また同

じような話が出てくるわけですね。ですから、そういうものにまたメンテナンス費用を

かけるよりは、庁舎維持の方が大切で無理につける必要はないと思うわけですが、その

辺についての考え方を少し述べてください。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの11番議員の質問に対し、答弁を求めます。堀内町長。 

○町長（堀内満也君） ちょっと繰り返しになる部分あるかもしれませんけども、やはり

この国全体を考えた時に、日本というのはやはり資源が非常に少ない国でございますか

ら、やはり発電を考えるとですね、再生可能エネルギーというのは非常に大事なんだろ

うと思っています。特に震災以降はですね、原発というところが非常に問題があるとい

うようなこと、全国的にも言われておりますので、カーボンニュートラルっていう観点

からもですね、やはり大事なんだと。 

  こういった中で、やはり日本海側、特に雪が降るこの地域ではですね、太陽光という

のは非常に不利なんじゃないかなと私は思っております。当然ながら太平洋側は冬場で

もある程度の日射量が確保できますし、そういったところとやはり比較しますと、

20％、先ほど答弁でも申し上げましたけども、約20％ほど発電効率は悪いんだなとい

うところでございます。 

  そういった中で、まあ県、あるいは沿岸市町村一体となってですね、その国と進めて

おります洋上風力発電、あるいは陸上風力というところをターゲットを絞って今取り組

みを進めているところでございます。 

  また、先ほど更新は難しいと言ったところは、そういった課題があるということであ

りましたけれども、議員がおっしゃいました、今の新しい校舎云々という話が出ました

けども、まだそういったところ確実に決まったわけではありませんので、私からは答弁
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は差し控えますけれども、その辺の方向性が決まった段階で、またその設置云々につい

ては今後考えていくことになりますけども、さっき申し上げましたとおり、太陽光、非

常にこの地域では不利なところがありますので、なかなか設置は難しいんじゃないかな

というところ、まあ現段階では私はそういうふうに思っているといったところでござい

ます。 

  以上でございます。 

○議長（皆川鉄也君） 11番議員、ほかに質問ございませんか。11番山本優人君。 

○１１番（山本優人君） これに関連してですね、最近出てる話が農地に太陽光発電を設

置するというふうな話が出てるわけですが、特に八峰町は耕作放棄地があり余ってる場

所ですので、そういうところの話が現実が出てる。ですが、私はですね、まあ使ってな

いといいながらですね、一旦太陽光発電がそういう、まあ放棄地であろうが造られた場

合、この景観とその最終的に撤去が確実に行われるのかというふうなことを非常に心配

だわけですよね。で、町としてそれをまあ見ないまま進めていくことを許していくのか

ということもちょっと触れておきたいと思うんですが、その辺についてはどうでしょう

か。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの再質問に対し、答弁を求めます。堀内町長。 

○町長（堀内満也君） 耕作放棄地にパネルを設置するとなると、もしかすると農振法と

かそういったところに関わってくるのかなというところで、まずちょっとその辺詳しく

は分かりませんけれども、ただですね下が農地のまま上に太陽光パネルを設置して、そ

の下の方でですね、実は山わさびを作ってみてはどうかというような提案が県の方から

もございまして、今試験的にそれをやってみようかなと実は思っております。まあ太陽

光だけではなくて、農地をしっかりと活用していただけるようなそういった方策が今後

可能となるんであれば、そういったところはですね、ひとつまあいいんじゃないかなと

実は私も思っております。当然ながらですね、農家さんにすると売電収入に加えて、そ

の農地での収入もあるっていうことでダブルでの収入になろうかと思いますので、そう

いったところを考えると儲かる農業にも繋がるかなというところで、まだ試験的であり

ますけど、そういったところちょっと状況を見ながら、今後町でも考えていきたいなと

思っています。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに再質問ございませんか。11番山本優人君。 

○１１番（山本優人君） いずれにしても公共施設については、積極的にその太陽光発電
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を私は設置するべきではないの。それよりは、その非常時っていうのは短期の時間です

から、まあディーゼル発電で補うというふうな方が一番ベターだと私は思います。 

  それと、先ほどの農地の件に関してはですよ、まあそれは試験的であれば私はいいん

ですが、それが大規模になった場合、本当にその最終的に撤去しなければならない場合、

もしくは更新する時期に来た場合、その農家もしくは設置業者が確実にそれをやってい

けるかというふうなことを最初に吟味してからですね、それを進めていかないと、どん

どんどんどん建物ばっかり建って、まあ最終的に放棄されるというふうな事態なった場

合に、八峰町の景観は著しく荒れたものになってしまうと私は心配してるので、その辺

を注意して進めてもらいたいと思います。 

  で、１問目の質問は終わります。 

  で、２問目の何だっけか、質問に入りたいと思いますが、今現在は、例えば対比する

わけではないんですが、まあ似た類似施設として峰栄館とファガス、八森子ども園と峰

浜ポンポコ山子ども園、八森小学校と峰浜小学校、ハタハタ館と体験センター、ついで

にしいたけの菌床栽培施設、まああと深掘りしていくとですね、上下水道や町内のコミ

センの施設も数多くあります。私は、この施設はですね思い切って将来的には統廃合は

やっぱりするしかないと思うわけですよ。これは、まあ地域にとっては非常に抵抗があ

るし、住民にとっては「うーん」とまあ言われると思いますけど、断行しなければこれ

は成り立っていくことができないわけですね。ですから、その辺のことをですね考える

とですね、ずっとこの補修、補修で繋げていくっていうことも必要だかもしれませんが、

それであればですね、むしろ潰して、その住民の方々をバスなり、そういう便利な方法

で移動する、もしくは、今ではテレビ電話もありますから、そのテレビ電話、パネルで

離れていてもそれを会議をできるというふうな方法でもあるわけですから、その辺の考

え方というふうなものを是非検討してもらいたいと思うわけですが、答弁をお願いしま

す。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの11番議員の質問に対し、答弁を求めます。堀内町長。 

○町長（堀内満也君） まず施設の統廃合については、今後としても出てくるんだなと

思ってます。それは人口減少等が今進んでおりますので、先ほど答弁でも申し上げまし

たとおりでございます。そういった時にですね、議員ご指摘の例えばテレビ電話という

かオンラインで繋ぎながら会議をするような対応は、非常に大事だと思いますけれども、

まあ我々スマートフォンにですねＺｏｏｍなんかを入れて、まあそういった施設整備な
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んかをしなくてもそういったことはもう既に可能かなというふうに思っておりますけれ

ども、高齢者となりますとそういったところできない方もいらっしゃると思いますので、

そういった指導というか教えていくというような取り組み、まあもし自治会等の方から

ですね、そういった教えてくれというような問い合わせ等があればですね、町としても

そういった対応はしていきたいなと思っています。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質問ございませんか。11番山本優人君。 

○１１番（山本優人君） 前回の質問の時に、携帯の使い方というふうなものを指導とし

てマイナンバーを取得するようにというふうに言ったところですけども、高齢者といえ

どもどんどんその、まあ80代ぐらいの人についてまで全部覚えろとは言いませんが、

70かそれぐらい代の人についてはですね、充分まだまだ使える、覚えれるチャンスは

あるわけですから、まあ機会あるごとにそういうふうな説明なり教え方をしてもらいた

いと思います。 

  それと、まあ先ほど対比するような類似施設の話したわけですが、仮にですね小学校

１校が廃校になるというふうな前提が統廃合の委員会の中で決まった場合、そういった

場合はですね、やはり決まっている廃校であればですね、もうは、この廃校についての

利活用というふうなものを地元企業者から優先して提案をしてもらう。要は自社で使い

たいとか、まあここの団体に使わせたらどうかというふうなことをですね、やはりこう

進めていくことがですね、廃校後の校舎を長期的に放置するということは施設の劣化に

なるわけですよね。やはり時間を空けないでその施設を再利用していくことがですね施

設の維持に繋がるわけですから、そういうふうなことをですね、まあ決まる前に、まあ

既にまず統廃合が決まればそこははっきりしてることですから、今現状で使ってても並

行に進めていくというふうなことは私は大切なんだろうと、それが施設の有効利用に繋

がるということが分かっておりますので、仮に小学校でも子ども園でもそういうふうな

取り組みをしていってもらいたいと思うんですが、その辺についての考えを答弁くださ

い。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの11議員の質問に対し、答弁を求めます。 

  休憩いたします。 

          午前１１時０４分 休  憩 

………………………………………………………………………………………………………… 

          午前１１時０４分 再  開 
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○議長（皆川鉄也君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  堀内町長。 

○町長（堀内満也君） 確か塙川小学校の解体の時もですね、そういったご意見、確か山

本議員からあったと思います。いずれですね、そういったこと非常に大事だなと思って

ますので、まずはですね庁内、まあ町の役場組織の中でそういった有効利用ができない

かどうか検討した上で、その上でですね民間企業者に対しまして、何もなければですよ、

何もなければ、民間企業者に対してその用途について何かないかっていうところをこう

働きかけていきたいなというふうに思ってます。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質問ございませんか。11番山本優人君。 

○１１番（山本優人君） ですから、要は施設が将来的に必要ないという前提をどうやっ

てシミュレーションしてるのかということですよ。要は、職員の皆さんだって分かるわ

けでしょう。２つあるもの、将来、まあ不要になる校舎、想像できてるはずなんですよ。

だったらですね、今からそれを並行して、ここの施設は多分空くから、まあ潰さざるを

得ないから、だとすれば今のうちに貸与なり買ってもらう業者を募集すると、もしくは

陰で、陰でこちょこちょと、地元の業者なり、まあそういうところに聞いてみるという

ことが私は必要だということを言ってるわけですよ。そういうシミュレーションもでき

ないでですね、将来の施設の管理なんてできるわけないわけですよ。それが財政の平準

化に繋がっていくわけですし、財政の緩やかな減少っていうことにも繋がってくわけで

すよ。ですから、そういうふうなシミュレーションをはっきりしていくことが私は大事

なんだろうというふうに思ってますよ。で、少なくても過去にも、もっとそういう情報

があれば私は借りていたと、もしくは申請してあったかもしれないというふうなことを

地元企業の代表から言われたことあります。もっと潰す前に教えてもらいてがったなと。

結局何年もそれを捨てたまま、話をないまま放置したおかげで、結局潰す、１億円も、

１億5,000万円もかけて今潰してるわけでしょう。ただでくれてもいいわけですよ。だ

からそういうシミュレーションがもうできている段階でなぜそれをやらないのかという

ことを私は聞いています。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの11番議員の質問に対し、答弁を求めます。堀内町長。 

○町長（堀内満也君） まあ現時点では学校統合の検討委員会が始まっておりますけども、

結論はまだ出ておりませんので、まずはですね、少なくとも結論が出る前からそういっ

たことをやるっていうのも私どうかなと思いますので、まずはですね、その結論を待っ
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てからそういった対応をしたいと思ってます。 

○議長（皆川鉄也君） 11番議員、ほかに質問ございませんか。11番山本優人君。 

○１１番（山本優人君） 私は結論を待つべきではなく、想像、ですから想像図というこ

とを言ってるわけです。想像の段階で話はできるわけでしょ。それは企業のスタイルで

すよ。町もですね、そういうふうなことを思わないと、これ運営なんてできないんじゃ

ないですか。結果決まってから、まあそれは当たり前ですけども、でもやはり想像す

るっていうことを前提にして、将来はこうあるべきだということがやっぱりないとです

ね、これは進んでいかないと思います。 

○議長（皆川鉄也君） 答弁求めますか。 

○１１番（山本優人君） はい。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの11番議員の質問に対し、答弁を求めます。堀内町長。 

○町長（堀内満也君） 結論は先ほど言ったとおりまだ出てないところでございますけれ

ども、私の頭の中ではですね、しっかり想像しておりますので。そういったところをお

伝えして終わりたいと思います。 

  以上です。 

○議長（皆川鉄也君） 11番議員、他に質問ございませんか。 

○１１番（山本優人君） ないです。 

○議長（皆川鉄也君） 他に質問ないようですので、11番議員の一般質問を終了いたし

ます。 

  休憩いたします。11時15分より再開いたします。 

          午前１１時０９分 休  憩 

………………………………………………………………………………………………………… 

          午前１１時１５分 再  開 

○議長（皆川鉄也君） 休憩前に引き続き一般質問を行います。 

  次に、８番議員の一般質問を許します。８番見上政子さん。 

○８番（見上政子さん） 午前中最後になりましたけれども、どうかお付き合いのほどよ

ろしくお願いいたします。 

  通告に従い、一般質問を２点行います。町長並びに教育長の考えを伺います。 

  まずはじめに、子育て応援の充実をについて伺います。 

  結婚して八峰町に住んで安心して子ども育てることは、町にとっては大変貴重な宝物
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として子育て応援をしていかなければなりません。若い世代の夫婦に町が寄り添い、妊

娠から出産、育児サポートをして、八峰町は本気で子育てを応援してくれていると言わ

れるためには、近隣市町にはない八峰町ならではの取り組みが必要だと思います。 

  教育産業建設委員会は、この任期中４年間、４県８市町村を視察研修してまいりまし

た。子育て支援と人口増加など、先進事例を見てきました。共通した課題が見えてきま

した。長野県南箕輪村、茨城県境町、東京都日野市、北海道の白糠町、東川町は、人口

が増える。減らないということです。そして共通していることは、妊娠、出産、子育て

の全面的な応援です。 

  茨城県境町は「子育て応援に力を入れています」という見出しで、この８年間直近で

新しくできた施設と題して、写真入りの立派なパンフがあります。その紹介する写真の

中に64か所の新しい施設が造られています。子育てについてですので、その冊子につ

いては少し触れさせてもらうとすれば、このお金はほとんど町のお金は使ってません。

あらゆる交付金を使い、ふるさと納税、企業版ふるさと版の資金を利用しています。そ

の中には、子育て支援マンション、木造アパート、学童クラブ２か所も含まれています。

首長がまちづくり参考を目標にする自治体３位です。先ほど笠原議員からもありました

けれども、このことをアピールしております。白糠町は「日本一子育て応援」と庁舎の

玄関に大きく掲げています。 

  また、共通しているのは、学校給食の無償化、または若干の負担があるところです。

あとは学童クラブ以外、登録していない子育てセンターがあるということです。もう一

つ共通しているのが人口が増える要因として外国人の受け入れと移住者を受け入れる、

その人たちのためのきめ細かい支援を行っていることです。その取り組みは半端ではあ

りません。子育て支援課があったり、女性管理職者が半分以上あったり、女性のための

就職相談として女性の就職お仕事相談のパンフには、民間と一緒に取り組んでいる内容

が載っています。出産後のケアは、当町も訪問していろいろやってると思うんですけれ

ども、驚いたことに、この出産後、出産後ケアは、お掃除、配食、宅配クーポン券２万

円、育児パス、カフェを利用するのに１万5,000円、子育てサポート等、様々なサポー

トがあります。定住促進はそこまでやらないと定着しないのではないでしょうか。 

  そこで、我が町としてできることは、近隣よりも子育てしやすい、八峰町は子育てよ

いとこ、このようなチームを作り、抜本的に取り組むことではないでしょうか。 

  長野県南箕輪村は、最初打ち出したのが保育料が近隣で一番安いということで、近隣
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からの移住が始まったということです。 

  今、母親が求めていることをスピードをもって職員チームで組織することです。職員

を育てることが人口増の鍵になっている共通のものだと私は理解しております。子育て

に遅れをとらないところが、その先の先を考えて政策を打ち出しています。これはイン

フラ整備のような多額の費用はいりません。いるのは人件費がいると思います。若干で

すけれども。 

  そこで、当町の子育て支援について伺います。 

  給食費の無償化はまだ行いませんか。 

  学童クラブは１年から６年まで登録はできますが、一番必要としているのは小学校低

学年までで、部活終了後、保護者が迎えに来るまでに別の施設を設けることを考えませ

んか。 

  そのような例がありました。昔、児童館的、保育センター的な施設だと思うんですけ

れども、今これが必要になっております。学童クラブに登録していなくとも、平日夕方

まで長期間自由に出入りできる地域包括支援です。学童クラブは、春、夏、秋、冬、長

期間、長時間の保育となります。その間の食料事情は、それぞれ持ち込むことで個人差

が出ます。長時間もたない児童も出てくるのではないでしょうか。私も何度か支援に

入って、この実態を見てきました。昼食を出せるように何回か支援したりしませんか。

おやつも与えるなど必要です。現に北海道東川町でもやっていました。学童クラブ以外

の児童が利用する地域支援センターです。平日、部活動、習い事を終えてから自由に出

入りできます。長期休み中使えるすばらしい施設は学校と併設され、私たちが視察した

時は保護者が迎えに来る時間帯でした。とてもいいにおいがしたので、給食でも出たの

かなと想像しておりました。 

  以上のことから、学童保育と、今現在で行っている学童保育はランチルームで行って

おります。ランチルームの空いているスペースを利用する学童は本当にこれ使いやすい

でしょうか。前の教育長は頑なにこのことを行ってきましたけれども、学童は学童、ラ

ンチルームはランチルームとして使い勝手のいいのが、これがそれぞれの用途ではない

でしょうか。学童保育の居場所づくりをつくり、必要なことではないでしょうか。 

  以上のことの考えを伺います。 

  次に、猛暑から身を守る対策について考えを伺います。 

  ７月15日から気温が29度を超え、夏休みに入る23日は30度超えが、月末にかけて５
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回、８月に入り６回あり、その間、28度、29度でした。関東以南に比べると天地の差

ですけれども、例年30度１回あれば夏を感じてきたこの地域では、暑さに体調が慣れ

るまで大変な猛暑に体調を崩してしまいます、ということをよく聞きます。毎年、今年

のような猛暑になると言われております。知り合いも救急搬送されましたが、熱中症は

食欲不振から始まり、倦怠感、無気力になり、栄養失調から腎臓病など病気の併発して

入院してしまうということになります。 

  八峰町ではどのような状況だったのか。救急車で運ばれた人が何人いるのか教えても

らいたいと思います。八峰町での現状の様子をお知らせください。 

  防災無線では、熱中警戒アラートのお知らせで、エアコンをつけて適切な温度で管理

してくださいとありましたが、その都度気になるのは、エアコンない人はどうするのか

という疑問でした。地球温暖化が加速していくのは世界的規模で取り組まなければなら

ないと、パリ協定とその前は京都議定書が開かれていますが、ＣＯ２対策などはワース

トワンは中国、そして日本は５位くらいになっております。 

  そこで伺います。 

  エアコンが全世帯に設置されていることを念頭に置いているのでしょうか。調査、行

いますか。もはやエアコンは生活必需品であることから、次のように能代市は市民にお

知らせをしています。能代市は熱中症予防のため、在宅エアコンが一度もない市民税課

非税の高齢者世帯にエアコン購入費用を補助しますとあります。市内に居住し住所を有

する方で、次のいずれの方々ということで、65歳以上の高齢者の一人暮らし世帯、そ

して65歳以上の高齢者のみの構成されてる世帯、65歳以上の高齢者と障がい者がいる

世帯、世帯全員が市民税非課税または生活保護となっています。現に居住している住居

においてエアコンが一度も設置されていない、または故障による使用ができ、エアコン

がない、こういう方々に６万7,000円を限度にエアコン本体購入費と設置工事費合計の

２分の１を補助し、見積額の２分の１または６万7,000円、限度額となっております。

こういう、そしてこれは４月、令和７年、今年ですね、４月１日からとなっております。 

  このように生活弱者の人たちの健康を守るために、エアコン設置を援助を能代市と同

じか、もっとバージョンアップしたものを考えないでしょうか。長く続くと避難も必要

になりますが、一度防災無線で峰栄館など避難場所があるとしましたけれども、受け入

れ体制はどのようになってるのですか。和室とか利用できるようになっているのか。そ

して公民館と連携を取っているのかということがちょっと疑問があります。ある人から
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「どうやって行けばいいのや」と冷ややかに言われたことがあります。地域のコミセン

を避難場所にした場合は利用料を補助するとか、今後も考える必要があるのではないで

しょうか。 

  同じことは学童にも言えます。学童クラブに所属していない子がエアコンのない部屋

で過ごしていないかなどの調査を考えませんか。本来であれば地域包括センターや児童

館があればいいのですけれども、今は現在はそういうのがありません。猛暑から一人も

取り残さないための対策を考える必要があるのではないか、教育長に考えを伺います。 

  以上です。よろしくお願いします。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの８番議員の一般質問に対し、当局の答弁を求めます。

堀内町長。 

○町長（堀内満也君） 見上議員のご質問にお答えいたします。 

  はじめに、「出産後の家事及び育児援助について」であります。 

  議員がご視察された北海道東川町や都市部等においては、自宅の掃除や昼食の宅配な

どの家事代行サービスに対し、各自治体が子育て支援の一環として事業を実施しており、

県内においても同様の事業を実施している市町村があることも把握しております。 

  一方、町では独自の子育て支援策として、出産祝金の配布や18歳までの医療費の無

料化、小・中学校入学時の育児助成金の配布などを実施してきております。 

  今後は、能代山本地域におけるサービス提供が可能な事業所の把握や他市町村の動向

を注視していくとともに、子育て世代とのヒアリングを重ねながらニーズの把握に努め、

新たな子育て支援の在り方について検討してまいりたいと考えております。 

  次に、「猛暑から身を守る対策について」であります。 

  近年の地球温暖化による夏の猛暑により、高齢者の熱中症リスクが高まってきており

ますが、今年の夏は、町内において４人の方が熱中症により救急搬送され、うち１名が

65歳以上の高齢者でありました。 

  また、エアコン設置の推奨につきましては、民生委員の見守り活動や社会福祉協議会

による高齢者見守り事業において、活動の一環として未設置世帯への設置を推奨してき

ております。 

  議員ご指摘の非課税高齢者世帯へのエアコン設置費用の助成につきましては、既に能

代市や北秋田市等において実施していることを把握しており、今後は、そうした状況や

町の財政状況等を踏まえながら、事業の在り方を検討してまいりたいと考えております。 
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  私からは以上であります。 

○議長（皆川鉄也君） 鈴木教育長。 

○教育長（鈴木洋一君） 皆さんお疲れ様です。 

  それでは、私から教育に関する見上議員の質問にお答えいたします。 

  はじめに、「小・中学校の給食費の無償化について」ご質問にお答えいたします。 

  町では、平成27年度から半額免除を実施しているほか、近年の物価高騰による食材

費の値上がり分についても町が負担しており、子育て世帯の支援が図られているものと

考えております。 

  また、給食費の無償化は国や県が行うべきと考えておりますが、新聞報道等によると

国では、「令和８年度から小学校を念頭に給食無償化を実現し、中学校でもできる限り

速やかに実現する」といった動きや、県においては、知事の重点政策として「小・中学

校の給食費無償化」が掲げられておりますので、引き続き国や県の動向を注視してまい

ります。 

  次に、学童クラブ関係についてのご質問にお答えいたします。 

  放課後児童クラブは、児童の保護者が家庭にいない時に、適切な遊びや生活の場を与

え、健全な育成を図る事業であり、児童にとって安全・安心な居場所であることが重要

であります。 

  はじめに、長期休業中の放課後児童クラブは、開設時間が長く、支援員の職務も通常

期より負担が多くなります。 

  また、昼食を提供する場合は、弁当の注文や受け取り、代金の管理、食後の片付けの

ほか、食品衛生管理など、新たな業務が追加となり支援員の負担が増えるため、児童の

安全確保が困難となることが想定されますので、引き続き利用者各自が昼食を準備して

いただきたいと考えております。 

  次に、放課後児童クラブの場所につきましては、下校後の安全・安心な居場所である

ことが重要となりますので、防犯や事故防止の面を考慮すると、現状としましては、小

学校ランチルームを活用して実施することが最善と考えております。 

  次に、２問目の「猛暑から身を守る対策」の「夏休み中の児童が猛暑の中どのような

生活環境にあるのか実態調査がなされたのか」についてのご質問にお答えいたします。 

  児童生徒個々におけるエアコン設置状況の実態調査は、行っておりません。 

  なお、日頃から峰栄館とファガスを開放しておりますが、今年は猛暑対策として、暑
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さを避ける涼みどころとしても活用いただけるよう町民に周知したところであり、児童

生徒に対しましても同様に、暑さを避ける場所、勉強する場所として利用を呼びかけて

おります。 

  以上でございます。 

○議長（皆川鉄也君） ８番議員、再質問ありませんか。８番見上政子さん。 

○８番（見上政子さん） 今、教育長と町長のお話を聞いて、目新しいことは何もない、

まあ今までどおりやっていくという、こういう方針であります。 

  子育て支援、乳幼児の出産からいろいろケアがありますけれども、私がここで取り上

げたのは、やはり八峰町ならではの子育て支援。ほかでやってなくてやっぱり八峰町い

いなという、力を入れてるなという、こう思えるようなものが何か一つキラっと輝くも

のが必要ではないかと思います。まあいろいろ視察して参考になった点がいっぱいあり

ますけれども、やはりその中で特徴的なのは、しっかりと生まれる前から、生まれてか

ら、私たちの想像のつかないような支援をしているということです。これには本当に

びっくりしました。何か答弁によれば、このことも何かご存じのようですけれども、

やっぱり配食、それからお掃除とか、こういうことはちょっと気がつかないですよね。

ていうのも、やはりここは今まで見たところは人口が増えてきてますので、その人口増

加に伴って移住してくる人たち、まあここはもう八峰町の場合はそんなにないんですけ

れども、ただ１人でもまず移住してくる人があったら、その家庭に寄り添って、それで

その要望を聞いて、それをしっかりと制度として、それで繋げていくということが必要

だと思います。 

  例えばですね、何年も前になるんですけれども、まあはっきり言ってあれですけど駐

在所、中浜の駐在所の転勤の方が双子の子どもがいて、その上に４歳の子どもがいて、

とてもじゃないが子育てが、１歳の子ども、双子の子ども入ってきたんですけれども、

お母さんの疲れ具合、そしてその家庭のいらだちが極端でした。それで、風呂に入れれ

ば、もうどちらがか風邪をひかせてしまう。それでとうとう、上のお姉ちゃんが非常に

優しい子だったんですけど、何でお母さんこんな子ども生んだのっていうふうに泣いて

言われたということで、このことを保健婦さんに話をして、で、保健婦さんがこの家庭

におばあちゃん、役場職員のお母さんなんですけども、おばあちゃんを派遣して、それ

で健やかに子育てを終えることができて、ここから転勤した時は本当にありがとうって

喜ばれました。こういうことをもう制度としてね、多子、双子の場合、それから年子も
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そうですけれども、そういう家庭に対して制度としてお助けする。で、どういうことを

お助けできるかというのをきちんとやっぱり文章に出して、で、そのためのチームを

作っていく、こういうことが現に今まで、珍しいことではないですので、行われてきま

したので、こういうことをやっていくという、こういうことの前向きな考えはないです

か。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの８番議員の再質問に対し、答弁を求めます。堀内町長。 

○町長（堀内満也君） 先ほど答弁でも申し上げましたけども、本当にそういったところ

がですね、この八峰町に住んでおります子育て世代が求めているのかどうか、そういっ

たところもまだ分かりませんので、いずれそういった世代のヒアリングを重ねながら、

何が求められているか、そういったところをしっかり把握した上で新たな事業展開をし

ていきたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（皆川鉄也君） ８番議員、ほかに質問ございませんか。８番見上政子さん。 

○８番（見上政子さん） まあ今言われたこと、それから他市町村の状況も踏まえると言

いましたけれども、やはりこれは文章に出して、こういうふうな支援をするんだという

ことを文章に出していかないと、八峰町でやっていることは目に見えて住みたいと思う

ようにはならないと思います。できること、まあ移住者、移住、まあ赤ちゃんが生まれ

て移住者が出た場合、入った場合、本当に寄り添って、それでそこから必要なことを伺

い、知り、制度として行っていく、こういうことがなければ移住者も増えないと思いま

す。 

  そういうことでですね、まあ課長がちょっとおりませんのであれですけれども、子育

ての不安っていうのは本当に並大抵ではないです。今、家庭の中ででも、もう20代、

30代前後の夫婦の場合、もう一緒に住んでても、もう親は働いてます。で、残された

子どもはゼロ歳児を保育しなければなりません。産休明けで入る人もいますけれども、

そこに子育ての不安っていうのは、私も本当に都会で子育てをしてきて本当に大変な思

いしてきたんですけれども、そういうことに寄り添うということで、移住者の中には子

育て世帯っていう移住者はおらなかった、あ、これ通告外ですのであれです、答えが大

変だと思いますけれども、いずれこういう体制を取って、それで保健婦と保育園と子育

てに関連するチームを作って、子育て課のような課を作っていくというこの考えはない

ですか。 
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○議長（皆川鉄也君） ただいまの再質問に対し、答弁を求めます。堀内町長。 

○町長（堀内満也君） 通告にありませんので、今すぐここで答えることは難しいことで

ございますけども、いずれ先ほど組織の話につきましては笠原議員からも少しありまし

たけども、組織全体のバランスを見ながら、そういったことは可能なのかどうか、いず

れ検討はしていきたいなと思っております。 

  以上です。 

○議長（皆川鉄也君） ８番議員、ほかに質問ございませんか。８番見上政子さん。 

○８番（見上政子さん） 教育長に伺います。 

  今のままのランチルームでずっと行っていくということですけれども、今までいろん

なところ見てきましたけれども、ランチルームはもう固定化されてますよね、椅子が。

椅子がもう固定化されて動かない。それで空いてるところを、まあ八森小学校の場合は

使うところになります。これが本当に適切かと、これで大丈夫なんだということが

ちょっと私は信じられないですけれども、例えば別の場所に空き教室があるとか、それ

から地域の学校の向かいに空きのあの立派な、前レストランやったところの空きの施設、

施設っていうか住宅もありますけれども、そういうのを利用する。空き教室は、まあ川

尻教育長の場合は「ない」と言われましたけれども、そのような場所を使うとか、また

新たに造る場所を考えるとか、そういうことはまあ予算の関係であれですけれども、私

はとてもランチルームが学童保育、登録が１年生から６年生まで登録している人が36

人、それぞれ前後だったと思うんですけれども、あそこに入って保育をするということ

は、それはね大変ですよ、職員は。職員はそれは大変です。まあおやつ、お湯を沸かし

て、簡単にカップラーメンとか食べたいとかってあるんで、お湯もなければ何にもない。

安全のガードで職員もいろいろ大変だからということであればね、改善の余地がないで

すよ。何かしらそこから子どもたちのための考えたら、７時半から開いて６時までです

よね。それで昼の弁当持って、おやつはどうなってるか分かりません。で、学童保育は

2,000円です。で、まあ山本町は500円です、あ、山本、三種町は500円ですけれども、

これでそれで職員が大変だからということで何もできないということであれば、子育て

支援としてはちょっと町としてはちょっとどうかなと思いますが、今一度、教育長の考

えを伺います。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの再質問に対し、答弁を求めます。鈴木教育長。 

○教育長（鈴木洋一君） 見上議員の再質問にお答えいたします。 
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  まず放課後児童クラブは、先ほどもお話したんですが、学校が終わった後に子どもた

ちが安心で安全な場所でなければいけないと感じています。それで、現在ランチルーム

を活用しているんですが、放課後児童クラブは学校とある程度切り離して行っておりま

す。ですから、ほかの教室を使うというよりも、切り離しが可能なランチルームを活用

しているということです。今後、利用者、利用する子どもたちの数が減った場合には、

またどこかの教室が利用可能かについては今後考えていきたいと思います。 

  ほかの場所についてというお話もありましたが、移動にまず時間がかかるということ

と、移動に際しての交通事故の心配もあるということで、学校に隣接しているのが子ど

もたちにとって安全な場所であると考えております。 

  最後に、支援員の方々は時間いっぱい何もしていないんでなくて、とてもいろんなこ

とを気を配りながら子どもたちのために勉強を見たり、心を開放したりと、いろんなこ

とをこう支援していただいています。ですから、保護者の皆さんにも安心して預けてい

ただいてるんではないかと思っております。ですから、現状をこのまま維持してまいり

たいと思います。 

  以上です。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質問ございませんか。８番見上政子さん。 

○８番（見上政子さん） 学校側の考え方としては、ランチルームっていうのは衛生面で

大丈夫なんですか。放課後部活を終えた、もうほこりをいっぱい持ってきた子どもたち

がランチルームで利用する。で、それはそこで食べること、衛生的に一番気を使わなけ

ればならないところなんですけれども、そういう衛生面については考えなかったのです

か。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの質問に対し、答弁を求めます。鈴木教育長。 

○教育長（鈴木洋一君） 見上議員の再質問にお答えいたします。 

  今ご指摘のありました衛生面に関しては、これからも学校や支援員と一緒に安全・安

心な場所であるためにいろいろ注意を払っていきたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質問ございませんか。８番見上政子さん。 

○８番（見上政子さん） 学校給食の無償化ですけれども、国の方は、まあ８年度から行

う、まあ県の方も鈴木知事がやりたいということを言ってますけれども、今、国会はも

う混沌としてます。で、国会も今、空白になってます。これが８年度から利用できるの
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かどうなのか。野党の方々も戦々恐々としてますけれども、こういう中でですね国の動

向を見たり県の動向を見たりということではなくて、やはり町として食育をどのように

考えるのか。で、子どもたちに、保護者たちに安心して子育てができる、こういうこと

から近隣の市町は給食の無償化を行っていると思うんです。いつまでもこの国の動向、

県の動向、そしてこういうことでなければ発言できないということは、ちょっと情けな

いと思うんですけれども、国の動向はどのように考えてますか。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの８番議員の質問に対し、答弁を求めます。鈴木教育長。 

○教育長（鈴木洋一君） 国の動向では小学校を念頭に８年度からって言ってますので、

そこを注視してまいりたいと思います。 

  あと、我が町は、先ほどもお話しましたが、27年度から半額免除、さらに現在話題

になっている食品の高騰分については、町の方で負担しているという手厚い支援をして

いると思います。ですから、今後もこの状況を続けてまいりたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質問ございませんか。８番見上政子さん。 

○８番（見上政子さん） 動向を見ながらということで全県の様子を見てみますと、小坂

町でも半額負担であったのが全額負担になりました。ほとんどが今もう給食の無償化を

行っております。ここで八峰町が頑なに半分払ってるから、材料費が上がってるからと

いうことで、自分たちの都合で保護者目線に立たないでこれを続けているのは、やはり

周りからいろいろ言われるのではないかと思います。答弁は変わりませんので、答弁は

要りません。 

  これで１番目の質問を終わります。 

  ２問目に入ります。よろしいでしょうか。 

○議長（皆川鉄也君） はい、どうぞ。 

○８番（見上政子さん） 救急搬送で４人が運ばれたということです。これはやはり熱中

症でもう我慢ができなくて、もうふらふらの状態で多分運ばれたと思います。で、まあ

町としては一人暮らしに対して見守りを行ってるからと言いましたけれども、私も何人

かに聞いたら、「この猛暑の中、誰も来ませんよ」っていうことが、「誰か来てた」っ

て言うと、もう誰も来てない。この猛暑の中、これを民生委員の方々に任せるというこ

とは、これは本当に酷だと思います。歩くのも大変な中で。これは見守りはやってない

ということになると思います。 
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  そして、能代市で行ってる、まあ三種町も行ってますけれども、今、このエアコンっ

ていうのは生活の必需品となってます。それで適切なエアコンの設置をしてくださいっ

ていうことを放送するということは、町としては全世帯にエアコンが設置しているもの

と考えて放送しているのですか。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの８番議員の質問に対し、答弁を求めます。 

  休憩いたします。 

          午前１１時５３分 休  憩 

………………………………………………………………………………………………………… 

          午前１１時５３分 再  開 

○議長（皆川鉄也君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  答弁を求めます。工藤防災町民課長。 

○防災町民課長（工藤善美君） 見上議員のご質問にお答えします。 

  町の方では、前日もしくは当日に気象台の方から熱中症警戒アラートが発表された段

階におきまして、防災無線におきまして、熱中症の予防警戒というふうなことで防災無

線の方で流させていただいております。 

  ただし、エアコンを全世帯が設置しているというふうなことを想定はしておらず、エ

アコンを設置しているご家庭では適切にお使いくださいというふうな意味合いで放送さ

せていただいております。 

  以上です。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質問ございませんか。８番見上政子さん。 

○８番（見上政子さん） 町としては、猛暑対策としてエアコンのない世帯にはどのよう

な対処を熱中症対策として行うのか。まあ公民館に来てくださいっていうこともありま

したけれども、本当に「どうやって行けばいいずや」っていうふうなことです。そのた

めの車の利用、いろいろあると思うので、町の方で手配しますので利用してください、

こういうことはちょっと大変ですけれども、このくらいのものがなければ駄目だと。子

育て支援と同じで、まあ前に戻りますけれども、部活とか終わった場合、移動、バス、

移動の車も用意してあるんですよね。学童保育は地域ばらばらですので。そういう意味

でも、これを打ち出して猛暑対策としてやっていくのであれば、もうちょっと手厚い支

援が必要だと思います。 

  で、私は常々考えてるんですけれども、コミセン、コミセンをうまく利用する。で、
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コミセンまでだったら行けるんじゃないか。コミセンにキンキンに冷えた状態、和室で

も用意しておいて、ここに来れる人は避難してくださいということで水分と部屋を用意

しておく、こういうことが必要だと思います。エアコンの補助、設置も町から何もない

としたら、せめてこういうことを考えられるんでないかということは、私はもう猛暑に

なった場合、いつもそう思って、何でコミセンさ逃げていげって言わないのかなってい

うふうなことこう考えてるんですけれども、そのためにコミセンに対して補助を出すと

か人員の補助を出すとか、そういうことを考えるべきではないかと思いますが、猛暑対

策として今ひとつお願いします。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの質問に対し、答弁を求めます。岡本総務課長。 

○総務課長（岡本勇人君） ただいまの見上議員のご質問にお答えいたします。 

  いわゆる避暑施設ですね、クーリングシェルターと呼ばれておりますが、こちらの設

置につきましては、国でも設置の呼びかけがございまして、町としましては先ほどご質

問の中にもありましたとおり、ファガス、峰栄館を、まあ指定という形ではないですが、

推奨しておりまして、利用を呼びかけておりますし、施設側の方でも来ていただけるよ

うにお声掛けをしているものと認識をしております。 

  また、今年は例がございませんでしたが、各自治会でも自主的に、今日は暑いので、

暑くて家にいられない人は自治会館に来てくださいというふうに声掛けしてもいいかと

いうようなことでお話があって、ご協力を願っている、そういう場合は自治会の判断で

やられていることについては是非お願いしますということで協力をお願いしている場合

もございますので、そういった形で個別に対応されてるものと考えております。 

  また、今年度ですね自治会の会館管理費などを含めた運営費の補助金の増強も行って

おりますので、こういった自治会支援拡充した中で、自治会の各自の判断で暑い時にで

すね避暑施設として自治会館をご利用いただくことは積極的にやっていただければあり

がたいと考えております。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質問ございませんか。８番見上政子さん。 

○８番（見上政子さん） ありがたいじゃないんですよ。町の方で猛暑対策としてこのよ

うにしましたから、自治会の皆さん、会長の皆さんご協力してください、そのための費

用は町で出しますからということをはっきり打ち出さないと、連絡があったからではな

いんです。今、この猛暑というのは、もう来年ももう何年も続くというふうなことが報

道されてます。このための対策をしっかりと取らないと、本当に非課税世帯、本当に屋
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根の低いところで扇風機だけ回して、未だに後遺症が続いてるっていう高齢者もいます。

こういうことを命を守る猛暑対策ということを真剣に考えないといけないと思います。

その辺、町長どのように思いますか。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの質問に対し、答弁を求めます。堀内町長。 

○町長（堀内満也君） 猛暑対策でございますけども、非常に私は大事な取り組みである

というふうに思っております。先ほど答弁は総務課長がしたとおりでございますけれど

も、自治会長会議等、年２回ありますので、そういった機会を捉えながらですね、自治

会長の皆様には是非そういったところを積極的にやってくれというような話を私からも

していきたいなと思っております。 

  以上です。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質問ございませんか。 

          （「議長、休憩。休憩さねったすか」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 休憩しません。 

  ８番見上政子さん。 

          （「11分あらったよ」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） え。 

          （「もう11分あらった」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 続けます。 

  ８番見上政子さん。 

○８番（見上政子さん） エアコンの設置というのは、猛暑対策として、熱中症対策とし

て能代市も考えて、熱中症対策として行ってるんです。で、町として熱中症対策が全く、

暑い時は公民館に来てください、それだけの放送。で、エアコンある人は設置してくだ

さい。それだけでは不十分です。バタバタ倒れていく人がこれからも出てくると思いま

す。このことについては、本当に真剣に取り組んでもらいたいと思います。 

  次に、教育長の方に、夏休みの子どもの健康管理というかね、夏休み中であっても学

校の子どもは学校の子どもです。で、そういう意味でも、どうしてるのかというこう、

学童に入ってない子どもに対して電話でもいいから、どうしてる、エアコンあるが、ね

がっていうふうなこう確認とかね、大変でねがっていうことをやっぱり連絡するような

こういう健康管理が、このように続けば、設置されたところはいいんですけれども、そ

うでない家庭というのはもう大体見当がつくと思いますので、そういう対策を取ってい
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ただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの質問に対し、答弁を求めます。鈴木教育長。 

○教育長（鈴木洋一君） 見上議員の質問にお答えいたします。 

  放課後児童クラブを活用していない子どもたちは、うちに誰か子どもたちを見てくれ

る人が、家族がいるということで児童クラブを利用していません。ですから家族の方が

大切に見守ってくれていると思いますので。 

  あと、調査しないのかということにつきましても、日頃から、中学校であれば生活

ノートといって、いろいろこう一人一人が自分の生活についてや思いについて毎日担任

と情報を交わしております。あと小学校でも、担任の先生が子どもたちといろいろなお

話をしていると思うので、そういう会話の中から子どもたちの状況を把握しているとい

うことでございます。 

  以上です。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質問ございませんか。８番見上政子さん。 

○８番（見上政子さん） 必ずそばに、低学年の子どもであってもそばにいるということ

が条件ですけれども、中には学童保育、学童クラブの方には行きたくないとか家の方が

いいとか、家族がいなくとも家の方がいいとか、そういう子どももいると思うんです。

で、もし四六時中そばに親がいるというわけでもないので、そういう意味でも学校の方

でエアコンの設置していない世帯っていうか家庭はどのくらいあるのかっていうことは、

ちょっと把握していく必要があるのではないかと思います。そう考えます。 

  そして、町長にあと一言お願いしたいんですけれども、先ほどから言ってますけれど

も、学童保育はランチルームになってます。で、今、部活とか、それから、ほかの方で

は学校の区域以外に、まあ敷地内もそうです、敷地内に学童クラブ、敷地以外に学童ク

ラブ、そして大きいところでは、まあうちの孫も飯島小学校では学童クラブと、それか

ら子育て支援センター、２つあります。そういう意味で、今、ランチルームが仕方がな

いからそこでやってるということですけれども、その子育て支援センターみたいなもの

を設ける考え方はないですか。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの質問に対し、答弁を求めます。堀内町長。 

○町長（堀内満也君） 子育て支援センターのような建物を建てないかというようなこと

でございますけれども、見上議員の言うとおりですね何でもいいものがあればいいわけ

でございますけども、町としてもですね厳しい財政状況でございますので、現時点では
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非常に厳しいかなというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに質問ございませんか。８番見上政子さん。 

○８番（見上政子さん） これで質問を終わります。 

○議長（皆川鉄也君） これで８番議員の一般質問を終了します。 

  休憩いたします。午後１時より再開し、引き続き一般質問を行います。 

          午後 ０時０５分 休  憩 

………………………………………………………………………………………………………… 

          午後 １時００分 再  開 

○議長（皆川鉄也君） 休憩前に引き続き一般質問を行います。 

  次に、２番議員の一般質問を許します。２番伊藤一八君。 

○２番（伊藤一八君） 傍聴者の皆様には午後からもありがとうございます。議席番号２

番、伊藤一八です。 

  通告に従いまして一般質問をいたします。 

  近年、他自治体では公用車をカーシェアリング化し、観光客や地域住民に貸し出すこ

とにより、地域の新たな移動手段となり、休日の車両の遊休時間を減らすなど効率的な

利用が進められています。 

  本町においても、町が所有する資産の有効活用をどのように図るかは大きな課題であ

ります。特に公用車については、平日日中の職員利用が中心であり、夜間や休日は使わ

れていないことが多く、稼働率が決して高いとは言えないのが現状です。 

  そんな中、県内では湯沢市で昨年７月から12月に試験導入をし、今年度からカー

シェアリング事業を本格導入し、休日に観光客や地域住民に貸し出しを行っています。 

  近年では、ＩＣＴの活用により車両の予約や管理も容易になり、自治体においても

カーシェアリングを導入する事例が全国的に広がりつつあります。公用車を職員のみの

移動手段にとどめず、観光客や地域住民の移動手段として活用していくことは地域活性

化に繋がり、観光面での利便性向上にも資する可能性があります。 

  巡回バスやＪＲ五能線の本数が少ない当町でも地域住民の新たな足となり、観光客の

誘客にも繋がると思いますが、以下の３点を踏まえ、町長の考えを伺います。 

  本町の公用車の台数、稼働状況について。 

  共同利用による有効活用の可能性について。 
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  本格導入に向けて、今後試験的に事業を実施する考えは。 

  以上であります。よろしくお願いいたします。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの２番議員の一般質問に対し、当局の答弁を求めます。

堀内町長。 

○町長（堀内満也君） 午後もよろしくお願いいたします。 

  それでは、伊藤議員のご質問にお答えいたします。 

  カーシェアリングは、登録を行った会員間で自動車を共同で使用するサービスであり、

携帯端末のみにより予約申し込みや車両の施錠と開錠、使用料の決済ができ、レンタ

カーに比べて手軽に利用できることが特徴となっております。 

  近年は、企業のほか、自治体においても取り組みが進んでおり、町としましても観光

客の移動手段として提供することができれば、観光振興や誘客に繋がる可能性があると

考えております。 

  県内の自治体では、湯沢市において今年４月から、市がリースしている公用車１台を

湯沢駅前に配置しており、８月末までに９件の利用実績があったと伺っております。 

  一方、町には、令和７年６月末現在において118台の公用車があり、このうち建設機

械等の特殊車両や貨物自動車、バスを除き、一元管理を実施している公用車の台数は

18台であります。 

  また、令和６年度の月平均稼働日数は約12日となっており、稼働状況だけを見れば、

公用車によるカーシェアリングを行うことは十分可能と考えます。 

  こうしたことから、町では、公用車のカーシェアリングの導入について、事業者であ

る株式会社トヨタレンタリース秋田と６月に協議を行ったところであります。 

  事業者からは、使用料は事業者の収入となる一方、通常は事業者が行う対象車両の専

用駐車場への移動、車内の清掃や洗車、給油等のメンテナンス作業を町で行うことが提

案されるなど、町にとってメリットが少ない内容でありました。 

  しかしながら、さらに協議を重ねた結果、事業者が企業としてカーシェアリングの普

及を図ることを目的に、今年７月中旬から11月中旬までの期間、ハタハタ館前に１台

を試験的に配置していただけることとなりました。 

  町といたしましては、このカーシェアリングサービスは、鉄道を利用する観光客に

とって、あきた白神駅を起点とした観光ルートの可能性を大きく広げるものであり、期

待をしているところであります。 
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  現在は町のホームページにサービスの概要を掲載し、周知を図っているところであり

ますが、今後も様々な媒体を活用して利用促進に努めるとともに、事業者によるカー

シェアリングを継続していただけるよう、事業者に働きかけてまいりたいと考えており

ます。 

  以上であります。 

○議長（皆川鉄也君） ２番議員、再質問ありませんか。２番伊藤一八君。 

○２番（伊藤一八君） 前向きな答弁いただいてありがとうございます。 

  まず、トヨタレンタリースでハタハタ館の駐車場を利用してカーシェアリングを今試

験的に導入しているとのことだったんですけれども、現在２か月ぐらいたった今の利用

状況の実績とか、今後11月までの利用状況、企業から情報提供を受けれるのか、お聞

きしたいと思います。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの２番議員の再質問に対し、答弁を求めます。成田商工

観光課長。 

○商工観光課長（成田拓也君） ただいまの伊藤議員のご質問にお答えいたします。 

  ハタハタ館の方に事業展開しているトヨタレンタさんの方に昨日までの実績で伺った

ところ、１件のみとなっております。 

  設置期間は11月下旬ということで、それまでに町の方でもハタハタ館と連携しなが

らＰＲの方、努めてまいりたいと考えております。 

○議長（皆川鉄也君） ２番議員、ほかに質問ございませんか。２番伊藤一八君。 

○２番（伊藤一八君） このトヨタレンタさんがやっているような民間の取り組みを、町

の交通政策として今後どのように連携させていくのか。例えば、町が積極的に情報を住

民に提供、周知する。また、公用車のカーシェアリング化を検討する際に、企業のノウ

ハウやシステムを活用するといった協働の可能性についてお聞かせください。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの２番議員の質問に対し、答弁を求めます。堀内町長。 

○町長（堀内満也君） これから、まあ先ほど課長が答弁したとおりですね、まあこの２

か月でまだ１件しか利用実績がないということなので、果たしてそれほど利用がなかっ

たのかなって今思っておりますけど、ただ一方でですね、今年から急に決めた話であり

ましたので、なかなかその観光客向け、そしてまた当然ながら住民向けにも周知は行き

届いてなかったかなというところもあります。引き続きですね、事業者側に対しまして

は、是非ともね来年度以降もやっていただけるようにお願いをしてまいりたいと思って
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おります。 

  また、それを、今はその事業者側が用意してる車でありますけども、これを公用車に

するといった場合もですね、いずれにしてもその利用がなければなかなかそこに配置し

てもですね、手間ばかりかかってあまり効果がないということでありますので、そう

いったところを総合的に判断しながら対応していきたいと思っています。 

○議長（皆川鉄也君） ほかに再質問ございませんか。２番伊藤一八君。 

○２番（伊藤一八君） まず今、民間が導入しているっていうことで、こういう時こそ積

極的にその事業に関与して、将来的な導入の是非の判断をするための実証的な取り組み、

例えばホームページ以外でも町の公式ＬＩＮＥ等とかを発信して利用促進や周知活動を

行うことはあまり町の負担にもならないと思うし、実証効果を高めることもできるので

はないでしょうか。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの質問に対し、答弁を求めます。堀内町長。 

○町長（堀内満也君） 議員おっしゃるとおりでございます。今現在はですねホームペー

ジにのみでございますけれども、町の公式ＬＩＮＥ等を使いながらですね周知を図って

まいりたいと思います。 

  またやっぱりですね、我々もターゲットを今、観光客に絞っているところでございま

すので、またあそこ、ＪＲの駅でございますから、ＪＲさんとかそういったところとも

連携していきたいなと思っています。 

○議長（皆川鉄也君） ２番議員、ほかに質問ございませんか。２番伊藤一八君。 

○２番（伊藤一八君） まず今、試験導入ということですので、その可能性とか早い段階

で町とも共有できると思います。それで将来判断しっかりできると思います。 

  最後に、企業が導入を行ってる今の機会、本当前向きに生かしていただいて、町が関

与することで課題や可能性を解決して、公用車のカーシェアリング化、利用者の皆様に

とってもより安心に利用できる移動手段、町民にも利用できる新たな移動手段になるよ

うな考えを持って続けていってもらいたいと思います。将来の町の交通政策を見据えた

無理のない範囲で構いませんので、町として一歩踏み出した姿勢を示していただければ

なと思っております。 

○議長（皆川鉄也君） ただいまの質問に対し、当局の答弁を求めます。堀内町長。 

○町長（堀内満也君） これらの機会をですね町の観光振興に繋がるチャンスと捉えてお

りますので、引き続きですねアンテナを高くしながら様々な情報をキャッチして、そし
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てまた町の活性化に繋がる取り組みとして今後も継続できるように、しっかりと働きか

けてまいりたいというふうに思っています。 

  以上です。 

○議長（皆川鉄也君） ２番議員、再質問ありませんか。 

○２番（伊藤一八君） ありません。 

○議長（皆川鉄也君） これで２番議員の一般質問を終了いたします。 

  追加日程第１、陳情第４号、再審法改正（刑事訴訟法の一部改正）の意見書の採択を

求める陳情書を議題とします。 

  本件については、令和７年６月議会定例会において総務民生常任委員会に付託し、継

続審査となっておりましたので、総務民生常任委員会委員長より審査の経緯と結果につ

いて報告を求めます。菊地総務民生常任委員会委員長。 

○総務民生常任委員会委員長（菊地 薫君） ご報告いたします。 

  令和７年６月議会定例会において総務民生常任委員会に付託となっておりました、再

審法改正の意見書の採択を求める陳情書について、８月７日、総務民生常任委員会を開

催し、慎重に審査いたしました。 

  その結果、冤罪被害者をいち早く確実に救済するための陳情の内容に理解できるとし、

全員賛成で採択と決定いたしましたのでご報告いたします。 

○議長（皆川鉄也君） 委員長は、しばしお待ち願います。 

  これより陳情第４号について質疑を行います。質疑ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 質疑ないようですので、質疑を終わります。 

  これより討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川鉄也君） 討論ないようですので、討論を終わります。 

  これより陳情第４号を採決します。この採決は起立で行います。この陳情に対する委

員長報告は採択とするものです。陳情第４号、再審法改正（刑事訴訟法の一部改正）の

意見書の採択を求める陳情書を採択することに賛成の方の起立を求めます。 

          （賛成者起立） 

○議長（皆川鉄也君） 起立多数です。したがって、陳情第４号は採択とすることに決定

されました。 
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  これで本日の日程は全部終了しました。 

  本日の会議を閉じます。 

  なお、次回の本会議は、12日午前10時より開会し、議案審議等を行います。 

  これにて散会します。お疲れ様でございました。 
 
 

        午後 １時１７分 散  会 
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